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令和４年12月１日（木曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第６号）

○議案第８号 市町村立学校職員の定年等に関

する条例等の一部を改正する条

例

○議案第９号 地方警察職員の懲戒に関する条

例の一部を改正する条例

○議案第16号 公の施設の指定管理者の指定に

ついて

○議案第23号 令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第７号）

○議案第24号 令和４年度宮崎県公営企業会計

（ ） （ ）電気事業 補正予算 第３号

○議案第25号 令和４年度宮崎県公営企業会計

工業用水道事業 補正予算 第（ ） （

２号）

○議案第26号 令和４年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第

１号）

○議案第29号 市町村立小学校職員の給与等に

関する条例及び義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例の一部を

改正する条例

○請願第６号 新型コロナウイルス感染症から

子どもを守り学ぶ権利を保障す

るために少人数学級を求める請

願

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて

○その他報告事項

・官民連携によるサイバー犯罪対策の強化につ

いて

・令和４年度各事業の上半期の状況について

・緑のダム造成事業植樹祭について

・渡川大規模改良事業について

・次期「宮崎県教育振興基本計画 （骨子案）に」

ついて

・第77回国民体育大会の結果について

○閉会中の継続調査について

出席委員（７人）

委 員 長 河 野 哲 也

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 日 髙 陽 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 山 本 将 之

警 務 部 長 黒 川 清 彦

警務部参事官兼
久留米 英 樹

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 三 原 健

刑 事 部 長 時 任 和 博

交 通 部 長 日 高 俊 治

警 備 部 長 河 野 晃 央

警務部参事官兼
山 﨑 猛

会 計 課 長

警務部参事官兼
迎 修 二

警 務 課 長

令和４年12月１日(木)
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生活安全部参事官兼
井 上 保 志

生活安全企画課長

総 務 課 長 甲 斐 義 勝

少 年 課 長 黒 木 守

生 活 環 境 課 長 田 中 宏 光

交 通 規 制 課 長 澤 田 信 也

運 転 免 許 課 長 池 田 健 二

企業局

企 業 局 長 井 手 義 哉

副局長（総括） 斎 藤 孝 二

副局長（技術） 森 英 彦

総 務 課 長 齊 藤 郁 宏

経 営 企 画 室 長 小 野 一 彦

工 務 管 理 課 長 宮 田 晃 尚

施 設 保 全 課 長 松 生 晃

発 電 設 備 課 長 日 髙 誠

総 合 制 御 課 長 丹 山 竜一郎

教育委員会

教 育 長 黒 木 淳一郎

副 教 育 長 田 村 伸 夫

教 育 次 長
児 玉 康 裕

（教育政策担当）

教 育 次 長
東 宏太朗

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 尾 慶一郎

加 塩 美 昭財 務 福 利 課 長

唐仁原 博育 英 資 金 室 長

高 校 教 育 課 長 髙 橋 哲 郎

義 務 教 育 課 長 佐々木 孝 弘

特別支援教育課長 横 山 貢 一

教 職 員 課 長 中別府 勇 治

生 涯 学 習 課 長 長 尾 岳 彦

廣スポーツ振興課長 押 川 幸

競技力向上推進室長 岩 切 正 義

文 化 財 課 長 長 友 由美子

人権同和教育課長 北 林 克 彦

図 書 館 長 小 川 雅 彦

美 術 館 副 館 長 木 村 幸 久

総 合 博 物 館 長 岩 切 喜 郎

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 上 園 祐 也

ただいまから文教警察企業常任○河野委員長

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでござい

ます。

日程案につきましては、お手元に配付のとお

りでございますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○河野委員長

します。

次に、議案第８号「市町村立学校職員の定年

等に関する条例等の一部を改正する条例 、議案」

第９号「地方警察職員の懲戒に関する条例の一

部を改正する条例 、議案第29号「市町村立学校」

職員の給与等に関する条例及び義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例」に対する人事委

員会の意見についてであります。

お手元に配付してある資料を御覧ください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき人事委員会の意見を聞いた回答でありま

すので、参考にお配りしております。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時２分再開
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委員会を再開いたします。○河野委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、警察本部長の概要説明を求めます。

委員の皆様には、平素から○山本警察本部長

警察行政各般にわたりまして、深い御理解、ま

た御支援を賜りまして誠にありがとうございま

す。

本日、御審議いただきます議案は３件でござ

います。

１つ目が、議案第１号「令和４年度宮崎県一

般会計補正予算（第６号 」のうち公安委員会に）

係るもの、２つ目が、議案第23号「令和４年度

宮崎県一般会計補正予算（第７号 」のうち同じ）

く公安委員会に係るもの、３つ目が、議案第９

号「地方警察職員の懲戒に関する条例の一部を

改正する条例」でございます。

また、報告事項といたしまして、県警車両に

よる交通事故等に関し、損害賠償額を定めたこ

とについて御報告いたします。

また、官民連携によるサイバー犯罪対策の強

化について、警察の取組を御説明させていただ

きたいと考えております。

それぞれ担当部長から御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、議案に関する説明を求め○河野委員長

ます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

それでは、令和４年11月定例○黒川警務部長

会提出の議案第１号「令和４年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号 」及び議案第23号「令和４）

年度宮崎県一般会計補正予算（第７号 」の公安）

委員会関係につきまして御説明いたします。

お手元の文教警察企業常任委員会資料の３ペ

ージを御覧ください。

まず、議案第１号「令和４年度宮崎県一般会

計補正予算（第６号 」について御説明いたしま）

す。

議案第１号の一般会計補正予算は、電気代等

の高騰に伴う補正でありまして、警察活動に必

要である庁舎の電気料や車両のガソリンに要す

る費用が当初の見込みを大きく超過することが

判明したため、警察管理費及び警察活動費の総

額１億2,337万9,000円の補正をお願いするもの

であります。

内訳につきまして、資料の順に説明させてい

ただきます。

１番目の事業名、庁用光熱水費等義務的経費

は、警察本部・警察署及び交番、駐在所等で使

用する電気料の補正で、補正額は9,203万9,000

円であります。

次に、２番目の事業名、その他車両維持費に

つきましては、警察車両のガソリンに要する費

用の補正で、補正額は1,160万8,000円でありま

す。

３番目の事業名、運転免許試験及び運転免許

、事務関係等消耗品等義務的経費につきましては

宮崎、都城、延岡の運転免許センターで使用す

る電気料の補正で、補正額は1,241万1,000円で

あり、警察管理費の補正額合計は、１億1,605

万8,000円となります。

また （２）の警察活動費における事業名、交、

通安全施設維持電気料につきましては、交通信

号機等の電気料で、補正額は732万1,000円であ

ります。

続きまして、資料の一番下、議案第23号「令

和４年度宮崎県一般会計補正予算（第７号 」）

給与改定に伴う補正について説明いたします。

補正額は１億823万8,000円でございます。こ

れは、人事委員会勧告に基づく職員の給与改定
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に伴う人件費の補正でありまして、給与改定に

伴い必要となります人件費の所要額を計上して

おります。

主な改定の内容につきましては、月例給が平

均0.24％、特別給（ボーナス）が0.05か月分の

引上げとなっております。

令和４年11月補正予算の内容の説明につきま

しては、以上であります。

続きまして、令和４年11月定例会提出の議案

第９号「地方警察職員の懲戒に関する条例の一

部を改正する条例」の制定について報告いたし

ます。

４ページをお開きください。

今回、条例の一部を改正する理由につきまし

ては、来年度から公務員の定年が段階的に延長

されますことから、これに関する条例を改正す

る必要が生じたためであります。

定年延長全般に関します条例改正につきまし

ては、議案第７号「職員の定年等に関する条例

等の一部を改正する条例」として提出され、現

在、総務政策常任委員会で協議されております

が、そのうち、職員の懲戒に関する条例につき

ましては、地方警察職員は別途、個別に地方警

察職員の懲戒に関する条例として規定されてお

りますことから、この一部を改正するものであ

ります。

それでは、条例案の改正点について説明いた

します。

１点目は、減給額の算定時期の明確化であり

ます。減給額の算定時期につきましては、人事

院規則により 「俸給が変更した場合にも、減給、

の計算については、減給発令時の俸給を基礎と

すること」とされておりますが、現行の条例で

は 「減給は、１日以上１年以下の期間について、

給料の５分の１以下の額を減ずるものとする」

とされており、減給額の算定時期の明確な記載

がないことから、職員の懲戒に関する条例と同

様に「その発令の日に受ける給料」とし、減給

額の算定時期を明確にするものです。

２点目は、定年引上げに係る職員の給料月額

の減額に伴う措置となります。

定年引上げ等を問わず、原則として、減給処

、 、分発令時においては 減給額を維持する一方で

定年延長となる職員につきましては、その給料

、 、が７割相当額となりますことから その場合に

処分発令日の給料に基づく減給額が適用される

と、当該職員にとって、定年延長に伴う給料の

減額以上の不利益が生じてしまうことから、そ

れを是正するため、定年延長後において、減給

額の上限を現に受ける給料の５分の１相当額に

とどめることを追記しました。

ただいま説明しました改正点につきまして、

資料中央のモデルケースで説明いたします。

定年延長予定の60歳の警察職員が１月に減給

６か月、給料の５分の１（20％）の処分を受け

た場合、給料50万円の者は１月から３月までは

、 。減額10万円となり 手取りが40万円となります

表①は、処分発令時における減額を維持した

ケースで 定年延長後に給料が７割相当額となっ、

ても 減額10万円は維持されるので 手取りは25、 、

万円になります。

表②は 「定年延長後の給料月額が７割相当額、

となった場合、減給額の上限は現に受ける給料

の５分の１相当額にとどめること」を追記した

ケースで、定年延長に給料月額が７割相当額と

なった場合は、７割相当額の給料35万円が減給

額の基準となります これにより減給額は給料35。

万円の５分の１（20％）の７万円となり、手取

りは28万円となります。

給与額が定年延長により７割相当額になった



- 5 -

令和４年12月１日(木)

際に表①が適用されることは、職員にさらなる

減額を強いることになることから、表②を適用

することで、手取りは３万円増えることになり

ます。

今回の改正は、表②の運用を行うものであり

ます。

そのほか、単純な労務に雇用される者につい

ては、現在採用を行っていないことから、これ

を削除するとともに、令和２年度から運用され

ております、会計年度任用職員に係る減額の規

定を設けるものであります。

詳細な修正につきましては、お手元の令和４

年県議会定例会提出議案133ページの新旧対照表

を御覧いただければと思います。

本条例の施行予定日は、令和５年４月１日で

あります。

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。

議案について質疑はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、報告事項に関する説明を○河野委員長

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

損害賠償額を定めたことにつ○黒川警務部長

いて御報告いたします。

令和４年県議会定例会提出報告書の３ページ

を御覧ください。

今回、報告いたします警察における損害賠償

事案は、３ページの上から５番目の交通事故と

６番目の記録映像破損事故の合わせて２件であ

ります。

それでは、１件目の交通事故の内容について

説明いたします。

この事故は、串間警察署の警察官が、令和４

年４月11日午前９時59分頃、串間市内の国道を

公用バイクで運転して警ら中、雨が目に入り、

前方が見えづらい状態で進行したため、工事の

道路規制で停車していた相手方車両を発見する

のが遅れ、自車前部を相手方車両後部に追突さ

せたものであります。

事故の原因につきましては、当該職員の前方

不注意の過失によるものであります。

この事故で、相手方は頸椎捻挫のけががあり

ましたので、治療費や慰謝料として24万6,547円

を県警の自賠責保険と任意保険から支出してお

ります。

物件損害については、相手方車両の修理費と

して９万8,285円を県警の任意保険から支出し、

公用車については、修理費として９万2,807円を

県費から支出しております。

次に、２件目の記録映像破損事故の内容につ

いて説明いたします。

この事故は、都城警察署の警察官が、令和４

年６月７日午後11時10分頃、都城市内の国道に

おいて交通事故の見分中、事故状況の確認等の

ために当事車両のドライブレコーダーの映像を

確認する際、マイクロＳＤカード挿入部に手が

当たり、ドライブレコーダーから録画状態の当

該ＳＤカードが取り出された結果、記録されて

いた映像データを破損したものです。

事故の原因につきましては、映像を確認する

前に機械の録画状態を停止していなかったこと

と、ＳＤカードの挿入部の確認不足によるもの

であります。

損害賠償として、破損した映像データの復旧

費用である26万5,100円を県費から支出しており

ます。

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。
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報告事項について質疑はありませんか。

今のドライブレコーダーの件です○田口委員

が、ドライブレコーダー本体は、そんなに値段

はしないのに、26万5,000円もかかったというの

は、何か修復費用がどうのこうの言われました

が、もう少し詳しく教えていただけますか。

被害総額の内訳について○久留米首席監察官

御説明いたします。

物品交換・物理修理費としまして４万2,000

円、これは物理障害に係る費用です。そして、

クローン作成費 ＳＤカードの中身を丸ごと─

複製する費用が２万1,000円、論理解析費 デ─

ータがどのように壊れているのか解析する費用

が７万3,000円、論理作業費 壊れたデータを─

復旧作業する費用が３万4,000円、成功報酬費が

７万円、バックアップメディア費 クローン─

作成に使用するＳＤカードの費用が1,000円と

なっております。

要するに、消えたデータを修復し○田口委員

たということですか。

。○久留米首席監察官 そのとおりでございます

、○徳重委員 串間市での交通事故の件について

損害賠償額が34万4,000円ということですが、こ

の事故の過失割合はどうなっていますか。

県側が100、相手側がゼロ○久留米首席監察官

でございます。

100ということになりますと、修理○徳重委員

代はもちろんでしょうが、相手方は車を使えな

いということで、仕事を休んだりして発生した

損害を含めての賠償額になっているのですか。

損害賠償額の内訳につき○久留米首席監察官

ましては、頸椎捻挫で全治５日間の治療費13万

２円、通院費1,878円、障がい慰謝料11万4,667

円となっております。

もちろん治療費とかは理解できる○徳重委員

のですが、お仕事をされていた場合ですよ、治

療されていますから仕事を休んだと思うのです

が、その日当なんかは損害賠償額に含まれてい

ないのですか。

今回の損害賠償額には、○久留米首席監察官

そういった費用は含まれておりません。そうい

う影響がなかったということで御理解いただけ

れば思います。

分かりました。○徳重委員

ほかに質問はありませんか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○河野委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。

その他報告事項としまし○三原生活安全部長

て、官民連携によるサイバー犯罪対策の強化に

ついて報告いたします。

お手元の委員会資料５ページからになります

が、資料に入ります前に、サイバー犯罪の現状

を簡単に説明いたします。

近年、社会のデジタル化が急速に進展してい

る中、今やサイバー空間は公共空間として、金

融、電力、航空、医療といった県民生活や社会

経済活動の場を支える基盤としての機能を有し

ており、あらゆる場面で実空間とサイバー空間

が融合した社会が現実のものとなってきている

ところでございます。

その一方で、国民の生活を支えます重要なイ

ンフラ施設等へのサイバー攻撃が発生いたしま

して、生産活動の一時停止やサービス障害、情

報の流出などが生じ、生活に大きな影響を及ぼ

す事態が国内において生じる懸念が高まるとと

もに、国家を背景に持つサイバー攻撃集団によ

るサイバー攻撃が明らかになるなど、サイバー
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空間をめぐる脅威は極めて深刻な情勢になりつ

つあります。

こうした情勢の中で、サイバー空間の安全・

安心を確保するためには、官民連携によって社

会全体でサイバーセキュリティの向上を図り、

サイバー犯罪対策を強化していく必要がござい

ます。

本日は 「官民連携によるサイバー犯罪対策の、

強化について」と題しまして、宮崎県企業・警

察サイバーセキュリティ連携協議会との連携・

拡充について報告いたします。

それでは、お手元の資料に沿って説明させて

いただきます。

まず、１のサイバー犯罪の現状についてでご

ざいますが、県内のサイバー犯罪に関する警察

安全相談の件数は、平成29年から毎年2,000件前

後で推移しておりまして、高止まりの状態が続

いているところで、今年は、10月末現在で1,722

件の相談を受けております。

相談の内容といたしましては、実際にサイバ

ー犯罪被害に遭った事件相談もありますが、事

件相談以外の迷惑メールの通報や子供のインタ

ーネット使用に関する教育方法を尋ねる相談な

ど、様々な内容に及んでいるところでございま

す。

次に （２）の県内のサイバー犯罪検挙件数の、

状況でございますが、平成29年は75件の事件を

検挙しておりますが、その翌年の30年からこれ

までおおむね55件前後の事件を検挙しており、

今年は10月末現在で31件の事件を検挙している

ところでございます。

この事件検挙の内容につきましては、他人の

ＩＤ、パスワードを使用しての不正アクセス禁

止法違反事件のようなパソコン等の端末に特化

した犯罪も検挙しておりますが、詐欺や脅迫な

どの手段としてメール等のネットワークを利用

する事件もサイバー犯罪と位置づけて検挙して

いるところでございます。

次に、これらのサイバー犯罪被害防止のため

に、一つの取組といたしまして （３）にありま、

すように、小学校、中学校、高校等の教育機関

などから要請を受けまして、防犯講話を行うサ

イバーセキュリティカレッジを今年10月末現在

で325回実施しているところでございます。

次に、サイバー空間における脅威について、

資料の（４）に列記しておりますが、全て県民

の皆様の身近に起こり得る脅威で、具体的に説

明させていただきますと、まず、フィッシング

メールによるクレジット等の不正利用とは、金

融機関やクレジット会社をかたったメールを送

りつけて、そのメールに貼りつけたＵＲＬと呼

ばれるアドレスで、本物そっくりの偽のホーム

ページに誘導して、そこでＩＤ、パスワードを

入力させて盗み取り、その情報を利用してイン

ターネットバンキングでの不正送金やクレジッ

トカード情報を悪用した高額商品購入、スマー

トフォンでの決済を行う犯罪でございます。

次の、メール・ＳＭＳのメッセージ送信によ

る特殊詐欺とは、宅配業者やＮＴＴ等の通信事

業者をかたったメールやＳＭＳで、宅配便が届

いていますとか、電話料金が未納ですといった

ようなうそのメッセージを送り、そこに表示い

たしました電話番号に電話させるなどして、犯

人と接触させて詐欺を敢行する特殊詐欺の手段

であります。以前は電話による接触がほとんど

だったものが、最近ではこのような手段が多く

なってきているところでございます。

また、パソコンのインターネットブラウザの

画面上に「ウイルスに感染しています。ここに

電話してください」と表示いたしまして、ウイ
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、ルス駆除の名目で金銭をだまし取る手口も多く

このようなネットワークを利用した詐欺の手段

は特殊詐欺被害全体の約70％を占めているとこ

ろでございます。

次のランサムウエアによる身代金要求とは、

先日、ニュース報道であった大阪府内の病院で

のサイバー攻撃が、このランサムウエアと呼ば

、れるウイルスによるものと言われておりますが

パソコン端末やネットワークシステムの脆弱性

を狙ってウイルスに感染させて、パソコンやサ

ーバ内のデータを勝手に暗号化しましてデータ

を利用できなくするものでございます。

このウイルス攻撃の特徴といたしましては、

データを正常化したければ、何万ドル分のビッ

トコインを支払えといったような、いわゆる身

代金要求の脅迫文を英文で送りつけてきます。

、 、この攻撃によって その対象が病院であれば

電子カルテや電子カルテシステムが停止して、

診療業務や手術ができなくなり、人の生命に危

険が及ぶ、また企業であれば、工場の生産シス

テムが停止するなど、経済流通に甚大な影響を

及ぼすこととなります。

次の、標的型メールによる機密情報の窃取と

は、特定の企業を狙って取引先等を装ったメー

ルを送りつけ メールに添付されたＵＲＬやファ、

イルにウイルスを仕込んでパソコン等をウイル

スに感染させるもので、感染したパソコン等の

端末からネットワーク内に侵入するなどして、

その企業の機密情報や顧客情報などを盗み取る

手口でございます。

このような脅威から身を守る最低限の知識と

いたしましては、見ず知らずのメールを不用意

に開かないことのほか、メッセージに表示され

た電話番号に電話をしない、パスワードやクレ

ジット番号などを入力しない、パソコンやスマ

ートフォンにセキュリティソフトを導入する、

またＯＳと呼ばれますオペレーションシステム

というシステムを常に最新のものにしていくこ

とが必要でございます。

続きまして、サイバー犯罪による被害につい

て、資料の１の（５）に主な県内外のサイバー

犯罪の事例を列記しておりますが、ランサムウ

エアをはじめ、さきに説明いたしました、サイ

バー空間における脅威によって被害を受けたケ

ースがほとんどであります。

本県でも、先月、宮崎市社会福祉協議会介護

認定調査事務所がランサムウエアによるサイバ

ー攻撃を受けまして、サイバー犯罪として警察

で認知しておりますが、このようなコンピュー

ターウイルスによるサイバー攻撃は、都市部や

大企業だけではなく、本県のような地方でも起

こり得る身近な脅威として再認識させられる事

件でございました。

現在捜査中の事件で、詳細な説明は差し控え

させていただきますが、サイバー犯罪対策課の

特捜員を派遣いたしまして、犯人と感染経路の

特定を急いでいるところでございます。

次に、資料の２の官民連携によるサイバー犯

罪対策の必要性についてでありますが、今、報

告しましたようなサイバー犯罪から県民を守る

ためには、官民が連携して社会全体でのサイバ

ーセキュリティ対策を推進することが重要であ

ります。

その対策の一環として、県民に対して深刻化

するサイバー犯罪の手口・実態をタイムリーに

伝達するための体制の構築、それと県内企業に

対するサイバーセキュリティ対策向上に関する

情報提供による支援などが挙げられます。

１点目の、県民に対し、深刻化するサイバー

犯罪の手口・実態をタイムリーに伝達するため
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の体制構築につきましては、社会のデジタル環

境の整備によって、全ての県民に被害が及ぶ可

能性がある中で、最新のサイバー犯罪の手口や

実態を県内の隅々まで情報を伝達するための体

制づくりを行い、県民のサイバーセキュリティ

能力を向上させることが必要となります。

２点目の、県内企業に対し、最新のサイバー

攻撃手法等に関する情報提供による支援につき

ましては、今や県内企業のほとんどが導入して

いると思われるパソコンやインターネット環境

に関して、システムなど技術的なものを含めま

して、最新のサイバー攻撃手法などのセキュリ

ティ情報を提供することで、企業のサイバーセ

キュリティ対策を向上させる支援を行っていき

たいと考えております。

これら対策を効果的に行うためには、県内唯

一の官民が連携したサイバーセキュリティ組織

であります、宮崎県企業・警察サイバーセキュ

リティ連携協議会を核としたサイバーセキュリ

ティ対策をあらゆる企業・団体へと拡充してい

くことが必要でございます。

次の６ページを御覧ください。

資料３の（１）宮崎県企業・警察サイバーセ

キュリティ連携協議会についてでありますが、

８ページにサイバーセキュリティ連携協議会の

体制表を添付しておりますので、併せて御覧い

ただければと思います。

この協議会は ミヤザキサイバーセキュリティ、

の頭文字を取りまして、通称ＭｉＣＳと呼んで

います。ＭｉＣＳは、平成30年１月に、デンサ

ンやＮＴＴ西日本宮崎支店など県内の情報通信

、関連会社10社で設立された団体でございまして

サイバー空間の脅威に関する情報を有する警察

と情報通信関連会社が共同して当該情報を連携

先の企業や広く県民一般に提供いたしまして、

安全・安心なサイバー空間を実現することを目

的としているものでございます。

設立後の平成30年２月には、県内企業のさら

なるサイバーセキュリティ向上を目的に、宮崎

県商工会議所連合会や宮崎県中小企業団体中央

会などの県内企業４団体と協定を締結いたしま

して、県内の企業等に対してサイバー犯罪等に

関する情報提供や注意喚起等の広報啓発活動を

推進しています。

、これまでのＭｉＣＳの取組といたしましては

企業を対象としたサイバーセキュリティオンラ

インセミナーの開催、宮崎テクノフェアでのブ

ース設置やイオン各店でのサイバーセキュリ

ティイベントの実施、県内の小中高校生や大学

生に対するサイバーセキュリティカレッジの実

施、ホームページやメール、ＳＮＳを活用した

連携企業・団体への情報発信などがあります。

資料中央の左の写真は、先月、宮崎市内で行

われました宮崎テクノフェアでの出展状況でご

ざいます。出展ブースでは、サイバーセキュリ

ティに関する資料を配付したほか スマートフォ、

ンを利用したサイバーセキュリティクイズを

行って、来場の約200人の高校生などが参加して

くれたところでございます。

その右隣の写真は、イオン都城で実施いたし

ましたサイバーセキュリティキャンペーンの様

子です。会場では、ノベルティグッズの配布や

パネル展示を行い、お子様連れの家族や中高生

などの若者たち約50名に参加していただきまし

た。

次に、３の（２）の教育機関との連携につい

てでございますが、未来を担う子供たちに対し

まして、正しいインターネットの利用方法等を

教育することや、その保護者に対して子供たち

がインターネットに起因する被害に遭わないよ
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う、サイバー空間の脅威に対する意識を高める

ために、教育機関と連携したサイバーセキュリ

ティカレッジを実施しております。

このほか、重要インフラである公共交通機関

・医療機関等との連携の推進では、ＪＲ九州宮

崎支社、それと県バス協会の県民の足となる公

共交通機関、他県で発生したような病院に対す

るサイバー攻撃に対処するための県医師会、歯

科医師会、それと薬剤師協会との連携を図り、

体制を強化しているところでございます。

、 、 、そのほか ＪＡ宮崎 宮交ホールディングス

宮崎県行政書士会と連携を行っているところで

ございますが、今後も、あらゆる企業との連携

を強化いたしまして、サイバー空間の脅威に関

する情報を共有することによって、このシステ

ムの脆弱性を狙ったランサムウエアなどによる

サイバー攻撃の被害未然防止に活躍することが

期待されております。

７ページを御覧ください。

４の宮崎県、ＭｉＣＳ、警察本部による連携

協定の締結についてでありますが、ＭｉＣＳの

さらなる拡充を図るために、令和４年９月13日

に宮崎県、ＭｉＣＳ、警察との三者連携協定を

締結することに至りました。

この協定の目的は、ＭｉＣＳの活動を幅広く

県民に広報するとともに、県の総合政策部デジ

タル推進課を通じて、県内26市町村にも情報伝

達を行うことによって、宮崎県全体のサイバー

。セキュリティ能力の向上を図ることにあります

本枠組みによって、市町村を通じて広く県民

に対し、深刻化するサイバー犯罪の手口・実態

をタイムリーに伝達できるようになると考えて

いるところでございます。

、 、また 新たにＭｉＣＳの顧問といたしまして

宮崎県と総務省九州総合通信局に就任していた

だき、サイバーセキュリティ対策に関する取組

に対して、助言・指導をいただくことになりま

した。

今後は、この枠組みを最大限活用いたしまし

て、ランサムウエアやエモテットといったよう

なウイルス被害に関する情報など、サイバー空

間の脅威に関する情報を広く県民に共有すると

ともに、企業に対するサイバーセキュリティ研

修、また官民合同によるインシデント訓練を実

施するなど、県全体のサイバー犯罪対処能力の

向上を図ってまいりたいと思います。

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。

。その他報告事項について質疑はありませんか

５ページの（５）の丸の４つ目、○図師委員

闇サイトから入手したカード情報を不正に利用

した案件でも検挙されているのですが、警察に

は、闇サイトの存在が確認できたら、逐次サイ

トを閉鎖していくような強制的な権限はないの

でしょうか。

秘匿性の高いブラウザを○三原生活安全部長

介さないと見ることができない闇サイトが存在

します。警察では、サイバー犯罪対策課を中心

にサイバーパトロールを実施しており、有害な

サイトを見つけた場合には、本庁に報告いたし

まして、本庁から管理者に対し削除依頼を行う

仕組みになっております。

ケース・バイ・ケースだと思うの○図師委員

ですが、例えば、闇サイトにクレジットカード

の情報を入力される方は、サラ金や闇金に手を

出されるような方とかで、そのような方々がア

クセスできるようなサイトになっていたので

しょうか。

闇サイトに自分のパスワ○三原生活安全部長

ードを そういう方は自分のパスワードなど─
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を売るわけですね。パスワードを売ってお金を

せしめたり、借金を免除してもらうとか、そう

いうやり取りをしているのが闇サイトです。

先ほど私が説明いたしましたのは、善良な方

のところにメールが送りつけられてきて、その

メールに記載のＵＲＬをクリックしたら、例え

ば、ある金融機関の本物そっくりのホームペー

ジが立ち上がり、ＩＤとパスワードを入力くだ

さいというようなメッセージが表示され、誘導

されてパスワードなどが盗み取られてしまうと

いうものでございます。

我々が想像できる範囲を超えた手○図師委員

口で詐欺行為が行われているんだなと思います

し、またそれをパトロールされる警察には、よ

り専門性の高い能力が問われる時代になってい

るんだなと思います。知らない間に財産が搾取

されることは本当に怖いことですので、それを

未然に防ぐ対策課の今後の働きには大いに期待

しています。

コロナでデジタル社会が本当に進○日髙委員

んでいます。例えば、北京オリンピックでは、

サイバー攻撃に対するセキュリティ対策に10数

億円かけているとかいう話もあります。どんど

んいろんな技術が発展しているので、最先端の

サイバーセキュリティやＩｏＴを活用できる人

材が必要だと思うんですけれども、人材の育成

はしっかりされているのでしょうか。

取り締まる側の能力を高○三原生活安全部長

めることは重要でございます。

多くの警察職員が相談窓口で対応することに

なりますので、相談に対し適切に対応できるよ

う、サイバー捜査検定を実施しております。検

、 、定は 初級・中級・上級があるんですけれども

職員のほとんどが中級ぐらいまでは合格してい

ます。

そのほか、エキスパート制度というものがあ

りまして、これは県下のＩＴにたけた警察官を

指定いたしまして、ＤＶＤ講座を利用して国家

試験合格を目指す、高いレベルの教養を身につ

ける取組でございます。

また、サイバー犯罪専門の捜査官を平成31年

に１名採用したほか、令和３年から採用枠に情

報工学枠というのを設けました。合格者につい

ては、一般の警察官と一緒に警察学校で教育を

受け、卒業後は、サイバー犯罪関連の部署だけ

ではないんですけれども、できればサイバー犯

罪関連の部署に配置するなどし、県警全体のサ

イバー能力を底上げしているところでございま

す。

ありがとうございます。いろいろ○日髙委員

取り組まれているんだなと思いました。

先日、近畿大学に行かせていただきまして、

今年から情報学部にサイバーセキュリティコー

スができて、学生と大阪府警が連携しながら取

り組んでいらっしゃるという話をお聞きしまし

た。そういう取組はすごく大事なのかなと感じ

たので、ぜひ取り組んでいただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

５ページに県内のサイバー犯罪検○田口委員

挙件数が出ておりますが、これは県内の犯人を

検挙した数なのでしょうか。

今回の一般質問でこの件に関して質問しまし

たが、徳島県の病院はロシアから攻撃されてい

ますので、海外からの攻撃もあるわけです。令

和３年に53件検挙していますけれども、これは

県内の集団なのか、海外の集団とかも含まれて

いるのか、単独でやっているのかが分かりませ

んので、その内訳を教えてください。

検挙の内訳でございます○三原生活安全部長

が、令和３年の検挙件数53件のうち39件が、先
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ほど説明いたしましたネットワーク利用の犯罪

で、例えば、ＳＭＳやメールを使った詐欺や恐

喝などの犯罪です。残りの14件は、不正アクセ

ス禁止法に触れる電子計算機に特化した犯罪で

すが、それが県外の集団かどうかというのは

集団での犯罪は宮崎県では１件もございま─

せん。

サイバー犯罪はウェブ上でのやり取りになり

ますので、例えば、被疑者が県外にいても、被

害者が宮崎県にお住まいの方で本県警察に被害

届の提出があれば、本県警察が捜査し、県外の

犯人を捕まえるといった感じになります。国外

のサイバー集団の犯罪というのは、今のところ

検挙には至っておりません。

先ほど、サイバー犯罪による被害○田口委員

の中で、宮崎市社会福祉協議会がサイバー攻撃

を受けたという話がありました。詳しくは言え

ないということですが、これも徳島県の病院の

件と同じで、海外からの攻撃なのかどうかは分

かるんですか。

今、それを解析している○三原生活安全部長

ところでございますが、ランサムウエアによる

サイバー攻撃をするのは、これまでの事例を踏

まえると国外の可能性もあります。発信元ＩＰ

アドレスなどから攻撃してきた集団が国外か、

国内かを調べ、最終的に被疑者を特定するよう

な捜査を進めているところでございます。

それと、６ページの教育機関との○田口委員

連携について、小学生や中学生、高校生を対象

にした防犯講話を合計17回行い、2,011人にいろ

いろセキュリティについてのお話をしたという

ことですが、私にも年中、宅急便がどうのこう

のとか、1,000万円当たりましたよとかいうメー

ルが届きますが、開封せずに全部削除していま

す。

ただ、最初の頃はよく分からなくてメールを

開いたら 「エルメスのバッグ130万円、お買い、

上げありがとうございます」と出てきまして、

当時、私は文教警察企業常任委員だったかな、

「 」警察の担当者に こんなのが来たらどうするの

と相談すると 「無視してください」と言われた、

ので、無視していたんですけれども、そういう

のに引っかからないようにということで一番

今でもいくら削除しても年中メールが届き─

ますが。そういうのに気をつけなさいというよ

うなお話を小中学生とかにしているんでしょう

か。

。○三原生活安全部長 そのとおりでございます

ただ、もう一つ、小中高生に対しては、そう

、いうメールが性犯罪とかにもつながりますので

、そのあたりにも気をつけるようにということと

安易な書き込みは人を傷つけて、ひいては犯罪

につながるといったことも教育しているところ

でございます。また、サイバーセキュリティカ

レッジは、小学生、中学生、高校生、大人など

の参加対象者によって講話の内容を変えており

ます。

サイバー犯罪の場合、実行の着手○井本委員

はどのあたりになるわけですか。

実行の着手は 犯罪によっ○三原生活安全部長 、

て異なります。ネットワークを利用した詐欺で

あれば、どの時点で犯意を持ったのか、詐欺を

働こうと思ってメールをつくったとか、文面を

つくった、誰へ送ったとかいうところもあるの

で、捜査してみないと実行の着手がどこにある

かは分かりません。例えば、不正アクセス禁止

法とかの犯罪であれば、実際に相手のパソコン

にアクセスした時点で着手ということになりま

す。

場合によって違うというと、犯罪○井本委員
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をするほうは、自分の人権が侵されるわけです

から、どの辺が実行の着手かというのは、判例

か何かで類型化されているわけですか。

ここが着手だというのは○三原生活安全部長

判例でも出ておりますし、条文にも「してはな

らない」となっておりますので、犯罪によって

どこか着手かというのは変わってきますが、ど

こが着手になるかということを十分理解した上

で捜査しています。

それはそうでしょうけれどね。○井本委員

少し補足させていただきま○山本警察本部長

すと、例えば、お話に出ましたランサムウエア

の関係ですと、ウイルスに感染させて、データ

を暗号化して使えないようにし、業務を妨害す

るのが第１段階。第２段階は、データを盗み取

り、そのデータに設定した暗号を解くよという

ところでお金を要求する。盗み取ったデータを

ダークウェブ上に公開するぞと脅す。このよう

な二重恐喝みたいな手口はダブルエクストー

ションと呼ばれるのですが、そういった二重恐

喝を行う。いろんな段階で実行の着手が捉えら

れます。

例えば、先ほどのクレジットカードのお話で

すと、宅配便のサイトを装いカード番号とカー

ドの後ろに書いてある３桁のセキュリティーコ

ードを入力させる。そして、別のサイトで、不

正入手したカード番号とセキュリティーコード

を使って何かを購入する。そうしたら、購入の

時点でまた着手が生じる。そういった様々な体

系に応じて我々は対応しているところでありま

す。

また、先ほど図師委員からダークウェブの御

指摘をいただきましたが、ダークウェブを悪用

した犯罪に対しては、パトロール等による捜査

。 、をしているところであります ダークウェブは

情報統制が大変厳しい国において、自分たちの

自由意思を働かせるために、要は情報統制され

てしまうので、それでダークウェブを使ってい

ます。Ｔｏｒとか、実際そういうようなところ

がございまして、そういうものが悪用されるこ

とについて、我々はしっかり対応しています。

可能性があるだけでは捜査はでき○井本委員

ないんだろうけれども、もしかするとこれは危

ないなというものは分かるわけでしょうから、

その辺は探るというか 捜査は当然やるんでしょ、

うね。被害届が出てから動くわけですか。

新たな手口がどんどん生○三原生活安全部長

まれてきますので、そうしたら警察庁から各県

の事例ということで、こういう手口がはやり出

したという情報が流れてきます。そういった情

報をいち早くＭｉＣＳに共有し、連携している

企業や県民の皆様に情報を提供する。要は自分

で注意していただくのが一番の防犯だと思って

おりますので、タイムリーに情報伝達を図って

いるところでございます。

分かりました。○井本委員

先ほど、田口委員から検○三原生活安全部長

挙数の県内外の内訳を聞かれましたが、国内外

のことを言ってしまいました。今は手元に資料

、 、がございませんので その被疑者が県内の者か

県外の者かというのは回答できませんが、先ほ

ど言ったように、被害者がどこに住んでいるか

というところで被害届を受理しまして、被疑者

が県内の者であろうと県外の者であろうと検挙

します。サイバー犯罪はウェブ上で行われるた

め、宮崎県とか、宮城県とか、被害が全国に及

、 、ぶ可能性が非常に高くて そういった場合には

関係する県で合同捜査を行います。

ほかに質問はありませんか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「
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それでは、その他で何かござい○河野委員長

ませんか。

ないようですので、以上をもって警察本部を

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時１分休憩

午前11時５分再開

委員会を再開いたします。○河野委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、企業局長の概要説明を求めます。

説明に先立ちまして、一言お○井手企業局長

礼を申し上げたいと存じます。11月12日に小林

市野尻町で開催いたしました緑のダム造成事業

植樹祭につきまして、河野委員長におかれまし

ては、御多忙にもかかわらず御臨席を賜りまし

て、誠にありがとうございました。この場をお

借りしてお礼を申し上げます。

それでは、本日御審議いただく事項につきま

して、座って説明させていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料の表紙をおめくりいただきまして、

目次を御覧ください。

本日は、提出議案３件、その他報告事項３件

の計６件につきまして御説明させていただきま

す。

まず、提出議案につきましては、議案第24号

「令和４年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

補正予算（第３号 、議案第25号「令和４年度）」

宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）補正予

算（第２号 、議案第26号「令和４年度宮崎県）」

公営企業会計（地域振興事業）補正予算（第１

号 」の３件で、人事委員会勧告に準じた給料表）

の改定等に伴う職員の給与費の増額や県土整備

部が実施します多目的ダム改良工事の企業局負

担分である共同施設負担金の増額を行うもので

あります。

次に、その他報告事項でございますが、１件

目は令和４年度各事業の上半期の状況につきま

して、２件目は緑のダム造成事業植樹祭、最後

に３件目としまして、渡川発電所大規模改良事

業の完了時期等につきまして御報告させていた

だきます。

詳細につきましては、関係課長より説明させ

ますので、よろしくお願いいたします。

次に、議案についての説明を求○河野委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

お手元の文教警察企業常任委○齊藤総務課長

員会資料により御説明いたします。

資料の４ページをお開きください。

議案第24号「令和４年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第３号 」であります。）

１の補正の理由であります。

まず（１）につきまして、人事委員会勧告に

準じた給料表の改定等に伴う職員の給与費の増

額をお願いするものであります。

次に （２）につきまして、国の令和４年度第、

２次補正予算を受け、県土整備部において、多

目的ダム改良工事の増額補正を行うこととして

おりますことから、企業局において、その費用

の一部を負担している共同施設負担金を増額す

るものであります。

２の補正額であります。

収益的収入及び支出につきまして、表の太枠

の補正予定額の欄を御覧ください。

補正予定額は事業費523万1,000円で、全額が

１の補正の理由（１）で御説明しました給料表
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の改定等に伴うものでございます。

補正後の事業費の合計は、太枠の一番右の計

の欄にありますとおり、51億1,505万2,000円と

なります。表の一番下にありますとおり、収支

残は事業収益から事業費を引いたマイナス１

億7,896万4,000円となりますが、決算時におい

て欠損金が生じた場合には、これまで積み立て

てきた剰余金で補塡することとしております。

５ページを御覧ください。

資本的収入及び支出の補正額につきまして、

表の太枠の補正予定額の欄を御覧ください。

補正予定額は３億595万4,000円で、全額が１

つ下の段の建設改良費であり、１の補正の理由

（２）で御説明しました共同施設負担金の増に

係るものであります。

この結果、電気事業の資本的支出の合計は、

太枠の計にありますとおり、34億2,538万5,000

円となります。表の一番下にありますとおり、

収支残は資本的収入から資本的支出を引いた33

億4,477万円の収支不足となりますが、過年度分

損益勘定留保資金などで補塡することとしてお

ります。

資料の６ページをお開きください。

議案第25号「令和４年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）補正予算（第２号 」であり）

ます。

１の補正の理由にありますとおり、給料表の

改定等に伴うもので、補正額は、表の太枠の補

正予定額の欄にありますとおり、31万4,000円の

増額をお願いするものであります。

、 、この結果 工業用水道事業の事業費の合計は

右隣の計の欄の上から２段目のとおり、５

億5,357万3,000円となります。表の一番下にあ

りますとおり、収支残は事業収益から事業費を

引いたマイナス１億8,734万8,000円となります

が、決算時において欠損金が生じた場合には、

これまで積み立ててきた剰余金で補塡すること

としております。

資料の７ページを御覧ください。

議案第26号「令和４年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第１号 」でありま）

す。

１の補正の理由につきましては、先ほど御説

明した工業用水道事業と同様、全額が給料表の

改定等に伴うもので、補正額は２の表の太枠の

補正予定額の欄にありますとおり、2,000円の増

額をお願いするものであります。

この結果、地域振興事業の事業費の合計は、

右隣の計の欄の上から２段目のとおり、1,933

万2,000円となります。

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。

議案について、質疑はありませんか。

収支差額を剰余金で補塡するとい○徳重委員

うお話があったわけですが、電気事業、工業用

水道事業、地域振興事業の剰余金がどれだけあ

るのか、それぞれの総額を教えてください。

委員会資料の21ページをお開○齊藤総務課長

きください。

電気事業の貸借対照表になりますけれども、

右側が負債の部、資本の部となっており、資本

。の部の中ほどに剰余金という項目がございます

余剰金は105億756万3,000円になります。

23ページをお開きください。

工業用水道事業の貸借対照表になりますけれ

ども、資本の部の剰余金は11億1,896万4,000円

になります。

25ページをお開きください。

地域振興事業の資本の部の剰余金は1,622

万6,000円になっております。これらの剰余金で
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補塡していくことになると思います。

まだまだ剰余金はあると説明が○徳重委員

あったところですが、これから一時はこういう

、形で改良工事を行っていかないといけない中で

剰余金で対応できるものなのか。企業局の収入

はほとんど上がらないと想定したときに、何年

後かには、不足が出てくるようなことは考えて

いらっしゃらないのか。今年度も剰余金から補

塡していらっしゃるわけですから、将来、剰余

金がなくなるんじゃないかなという心配をした

ところです。

現在、九州電力と基本契約を○齊藤総務課長

結んでおりまして、令和７年度までは決められ

た額でやっていかないといけないということに

なりますので、市場価格よりも低い価格にはな

るかとは思うんですけれども、それでも、費用

が賄えるように計画的に改修しているところで

あります。

、 、ただ 基本契約が終わった後につきましては

その在り方を検討しているところでございます

ので、経営が危なくなるとか、そういうことに

ならないようにきちんと方針を決めていくこと

になると思います。

行き詰まることはないと理解して○徳重委員

いいのかなと思うんです。ここ２、３年という

ことではなくて、10年後はどうなるのかなと心

配するわけで、剰余金がなくなるおそれがない

ないのであればいいかなとは思います。

これまで電力システム改革が○井手企業局長

進められてきた結果、電力料金の自由化という

形に帰結している中で、従前のいわゆる総括原

価方式といったやり方で原価を積み上げて、そ

こに将来の投資もひっくるめて利益を付加して

電気料金を算定していた時代から、今は市場価

格が入ってくるようになりました。

したがいまして、令和７年度までの契約が終

わった以降、どういう売り方をするかというの

は経営的に非常に悩ましいところですが、やり

がいのあるところでもあると感じております。

将来に向けて、投資を回収しつつ、利益を出し

て、県民福祉に貢献できるような電気料金にな

るように契約においても努力していきたいと考

えております。

ほかはよろしいでしょうか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○河野委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が終了し

た後にお願いいたします。

その他報告事項につきまして○齊藤総務課長

御説明いたします。

資料の８ページをお開きください。

まず、電気事業の業務状況について御報告い

たします。

（１）の事業の概況であります。

①の供給電力量の太枠の上半期計の欄を御覧

ください。上半期の供給電力量の実績（Ｂ）は

３億6,557万キロワットアワーで、目標に対する

達成率は106.7％となっております。

次に、②の電力料金収入の太枠の上半期計の

欄を御覧ください。電力料金収入の実績（Ｂ）

は24億6,400万円余となっており、目標に対する

達成率は103.5％となっております。

９ページを御覧ください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

事業収益の欄を御覧ください。上半期収入済額

（Ｃ）は26億6,400万円余で、上半期収入予定額

（Ｂ）に対する収入率は103.6％となっておりま

す。
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次に、イの支出の太枠の事業費の欄を御覧く

ださい。事業費の上半期執行済額（Ｃ）は19

億6,800万円余で、上半期執行予定額（Ｂ）に対

する執行率は94.7％となっております。

このうち、営業費用の上から４番目の委託費

の執行率が54.6％と低くなっておりますが、こ

れは、河川の流水観測業務において前金払いの

。請求がなかったことなどによるものであります

また、その下にあります諸費についても、執

、 、行率が51.1％と低くなっておりますが これは

旅費などの執行が見込みを下回ったことなどに

よるものであります。

10ページをお開きください。

②の資本的収入及び支出でありますが、これ

は、固定資産などに係る収支を表すものであり

ます。

まず、アの収入でありますが、工事負担金や

貸付金返還金については、下半期に請求を行う

こととしておりますことなどから、上半期の資

本的収入の収入済額はございません。

次に、イの支出の太枠の欄を御覧ください。

資本的支出の上半期執行済額（Ｃ）は４億6,500

万円余となっており、上半期執行予定額（Ｂ）

に対する執行率は76.0％となっております。

このうち、建設改良費の執行率が71.0％と低

くなっておりますが、これは、祝子発電所内高

圧設備更新工事において、前金払いの請求がな

かったことなどによるものであります。

11ページを御覧ください。

続きまして、工業用水道事業の業務状況であ

ります。

まず （１）の事業の概況であります。、

①の給水状況の太枠の上半期計の欄を御覧く

ださい 上半期の常時使用水量の実績 Ｂ は946。 （ ）

万立方メートルで、目標に対する達成率は99.4

％となっております。

次に、②の給水料金収入の太枠の上半期計の

欄を御覧ください。給水料金収入の実績（Ｂ）

は１億6,300万円余で、目標に対する達成率

は99.3％となっております。

12ページをお開きください。

（２）の経理の状況であります。

①の収益的収入及び支出のアの収入の太枠の

事業収益の欄を御覧ください。事業収益の上半

期収入済額（Ｃ）は１億8,300万円余となってお

り、上半期収入予定額（Ｂ）に対する収入率

は99.4％となっております。

次に、イの支出の太枠の欄を御覧ください。

事業費の上半期執行済額（Ｃ）は１億2,200万円

余となっており、上半期執行予定額（Ｂ）に対

する執行率は87.9％となっております。

このうち、営業費用の上から４番目にありま

す委託費の執行率が60.1％と低くなっておりま

すが、これは、亀崎川水管橋耐震診断業務にお

いて、前金払いの請求がなかったことなどによ

るものであります。

13ページを御覧ください。

②の資本的収入及び支出について、アの収入

でありますが、今年度は資本的収入の予定はご

ざいません。

次に、イの支出の太枠の欄を御覧ください。

資本的支出の上半期執行済額（Ｃ）は99万円余

となっており、上半期執行予定額（Ｂ）に対す

る執行率は96.1％となっております。

14ページをお開きください。

地域振興事業の業務状況であります。

まず （１）の事業の概況について、今年度の、

上半期は、台風第14号の冠水の影響により、①

のゴルフコースの利用状況の太枠の上半期計の

、 （ ） 、欄にありますとおり 利用者数の実績 Ｂ は
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平日・休日の合計で１万2,593人で、目標に対す

る達成率は94.0％となっております。

次に、②の施設利用料収入ですが、太枠で囲

、んでおります施設利用料収入にありますとおり

指定管理者からの納付金の上半期分896万円余を

受け入れております。

15ページを御覧ください。

（２）の経理の状況について、①の収益的収

入及び支出のアの収入の太枠の事業収益の欄を

御覧ください。上半期収入済額（Ｃ）は1,000万

円余となっており、上半期収入予定額（Ｂ）に

対する収入率は100％となっております。

次に、イの支出の太枠の事業費の欄を御覧く

ださい。事業費の上半期執行済額（Ｃ）は934万

円余となっており、上半期執行予定額（Ｂ）に

対する執行率は98.1％となっております。

16ページをお開きください。

②の資本的収入及び支出について、アの収入

でありますが、今年度は資本的収入の予定はご

ざいません。

次に、イの支出の太枠の資本的支出の欄を御

。 （ ）覧ください 資本的支出の上半期執行済額 Ｃ

はございません。

建設改良費の上半期執行予定額（Ｂ）は、全

、額がバンカーならし機の購入に係るものであり

既に契約は行っておりますが、納期が下半期と

なっているため、上半期執行予定額に対する執

行率がゼロ％となったところであります。

以上が、企業局が実施しております３つの事

業の業務状況となります。

なお、参考としまして、先ほども御覧いただ

きましたけれども、19ページ以降に各事業ごと

の上半期の損益計算書と貸借対照表を添付させ

ていただいております。

続きまして、緑のダム造成事業植樹祭につい

て御報告いたします。

資料の17ページを御覧ください。

１の趣旨にありますとおり、企業局では、水

力発電を行っているダム上流域の未植栽地を水

源涵養機能の高い森林として整備することによ

り、安定的な電力の供給と森林環境の保全を図

る緑のダム造成事業を実施しております。

この事業の一環として、山林の果たす役割や

、局事業への理解を深めていただくことを目的に

、植樹祭を平成18年度から開催しておりましたが

近年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より開催ができておりませんので、３年ぶりの

開催となっております。

２の開催日等でありますが、本年度は11月12

日に小林市野尻町東麓で開催いたしました。

３の参加者でありますが、事業のより一層の

周知を図るため、参加者を県内公募しました結

果、一般参加者80名を含め、111名の方々に参加

いただいております。

４の内容でございますが、当日は、参加者全

員での山桜やクヌギなどの植樹を行った後、丸

太切り体験等の自然に親しむ体験イベント、午

後からは岩瀬ダム 岩瀬川発電所の見学等を行っ、

たところであります。

参加者の皆様からは、親子での植樹や発電所

見学などについて「勉強になった 「貴重な体」、

験ができた」などの感想をいただき、山林の果

たす役割や局事業への理解が深まったものと考

えております。

続きまして、渡川発電所○宮田工務管理課長

大規模改良事業について御報告いたします。

資料の18ページをお開きください。

まず、１の事業の概要であります。

運転開始から60年以上が経過した渡川発電所

は、設備の老朽化に伴い、水車発電機等の大規
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模な改良事業を実施しております。

事業を実施するに当たっては、再生可能エネ

ルギーの固定価格買取制度、いわゆるＦＩＴを

、 。活用し 収益の確保を図ることとしております

２台ある水車発電機のうち、１号機について

は、機器の据付けを完了し、昨年12月に運転を

開始しております。２号機については、現在、

機器の据付けを行っております。

中ほどの表を御覧ください。

事業期間は、平成27年度から令和４年度まで

として進めております。

改良範囲につきましては、下の事業概要図を

御覧ください。左側にダム、真ん中に発電所が

ありまして、発電設備のうち、水車、発電機、

屋外変電設備など、黄色で示す部分を更新、水

圧鉄管や建屋など、青色で示す部分を補修する

こととしております。

表に戻りまして、事業費は約45億円です。

その他ですが、事業完了後は、ＦＩＴにより

１キロワットアワー当たり14円で20年間売電す

る予定となっております。

、 。次に ２の事業完了時期についてであります

当初は、事業完了を令和５年３月としており

ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響等

、 。により 令和５年10月になる見込みであります

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。

その他報告事項について、質疑はありません

か。

我々はこの前、福岡県の企業局を○井本委員

見学してきました。一般会計への繰入れは全く

やっていないということで、それでは何のため

にやっているのという話をしました。もう下手

すると将来、民間事業者か何かに引き渡さない

といけないかもしれないみたいなことを言って

おりました。その点、宮崎県の企業局はなかな

かうまくいっているんだなと、客観的に見てそ

んな感じがしたわけでありますけれども、全国

の中でも宮崎県の企業局はうまくいっているほ

うだと自負しておりますか。

ありがとうございます。○小野経営企画室長

宮崎県企業局は３つの事業を行っているんです

けれども、電気事業で申しますと、全国公営電

気事業、福岡県も含めまして今は24団体ありま

して、水力発電の出力規模は上から３番目の規

模でありますし、先人たちが築いてこられた技

術やノウハウ、これを我々も最大限活用しまし

て一生懸命日々努力している、そのたまもので

はないかなと感じているところでございます。

ほかに質問はありませんか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で何かござい○河野委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企業局○河野委員長

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午後０時58分再開

委員会を再開いたします。○河野委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、教育長の概要説明を求めます。

教育委員会でございます。本日○黒木教育長

はどうぞよろしくお願いいたします。

それでは、文教警察企業常任委員会資料の表

紙をおめくりいただきまして、３ページの目次

を御覧ください。

今回御審議いただきます議案は、議案第１号
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「令和４年度宮崎県一般会計補正予算（第６

号 、議案第８号「市町村立学校職員の定年等）」

に関する条例等の一部を改正する条例 、議案」

「 」、第16号 公の施設の指定管理者の指定について

議案第23号「令和４年度宮崎県一般会計補正予

算（第７号 、議案第29号「市町村立学校職員）」

の給与等に関する条例及び義務教育諸学校等の

教育職員の給与等に関する特別措置に関する条

例の一部を改正する条例」の５つであります。

次に、その他報告事項といたしまして、次期

「 」（ ） 、宮崎県教育振興基本計画 骨子案 について

第77回国民体育大会の結果についての２件を御

報告させていただきます。

それでは、予算議案について御説明いたしま

す。

常任委員会資料４ページを御覧ください。

初めに、議案第１号「令和４年度宮崎県一般

会計補正予算（第６号 、議案第23号「令和４）」

年度宮崎県一般会計補正予算（第７号 」につい）

てであります。

表に太線で囲んでありますところが３か所ご

ざいますが、その一番上の一般会計の合計の欄

の右から２番目を御覧ください 今回 ７億5,280。 、

万円の増額補正をお願いするものであります。

次に、その右側の５ページを御覧ください。

債務負担行為（追加）についてであります。

表にありますとおり、新宮崎県体育館の指定管

理契約のため、債務負担行為の追加をお願いす

るものでございます。この件につきましては、

議案第16号と関連いたしますので、後ほど、担

当課長が御説明申し上げます。

私からの説明は以上でありますが、その他の

項目につきまして、引き続き、関係課長等が説

明いたしますので、御審議のほど、よろしくお

願いいたします。

次に、議案についての説明を求○河野委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

資料の６ページを御覧く○加塩財務福利課長

ださい。

県立学校及び社会教育施設等における電気料

等の補正であります。

まず、今回の補正の経緯につきまして説明さ

せていただきます。

県の電力契約は毎年10月から翌年の９月まで

の１年契約となっておりますが、今般の燃料市

況の高騰の影響によりまして、今年の電力入札

におきましては、全ての県立学校等におきまし

て入札が不調となったため、九州電力が新たに

設定した市場連動型プランで随意契約すること

となりました。

この契約は、従前の契約より基本料が1.1倍と

なるほか、使用料単価が市場価格に連動して大

幅に変動するものでありまして、10月からの下

、 、半期の電力料金の不足が見込まれるため 今回

増額補正をお願いするものでございます。

１の事業の目的・背景でございますが、物価

高騰への対応といたしまして、県立学校及び社

会教育施設等におきまして不足が見込まれる電

気料等を増額補正し、学校教育及び社会教育活

。動が円滑に行われるようにするものであります

２の事業の概要でございますが （１）の予算、

額は２億5,550万4,000円でございます。各所管

課ごとの内訳につきましては、そこに書いてあ

るとおりでございます。

２の財源、それから３の事業期間につきまし

ても、そこに記載のあるとおりでございます。

（４）の事業内容でございますが、県立学校

と、図書館、美術館、総合博物館、西都原考古
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博物館、埋蔵文化財センターの社会教育施設等

になりますが、これらの施設の電気料等の不足

額について増額補正を行うものでございます。

最後の３の事業効果でありますが、必要な電

気料等の予算額を確保することによりまして、

施設の適正な維持管理の継続と学校教育及び社

会教育活動の円滑な実施を図ることができると

考えております。

委員会資料の８ページを○中別府教職員課長

御覧ください。

議案第８号「市町村立学校職員の定年等に関

する条例等の一部を改正する条例」についてで

あります。

本条例は、市町村立学校職員を対象とした条

例の改正となります。

まず、改正の理由ですけれども、地方公務員

法の改正を踏まえ、職員の定年を令和５年４月

から段階的に65歳に引き上げるなど、所要の改

正を行うものであります。

それでは、改正の主な内容５項目について説

明いたします。

まず （１）の定年年齢につきましては、資料、

９ページの参考の表を御覧ください。そこにお

示ししたとおり、令和５年度から２年に１歳ず

つ定年を引き上げ、令和13年度に65歳といたし

ます。具体的に説明しますと、表の上から２段

目、定年年齢の欄のとおりとなります。令和５

年、令和６年は、定年年齢は61歳、令和７年、

令和８年は62歳と、そのように表を確認いただ

ければと思います。

次に （２）につきましては、いわゆる役職定、

年制と言われるものになります。これは、管理

監督職に就いている職員を管理監督職以外の職

に降任または転任をさせる制度であり、定年が

延長される中でも、組織の新陳代謝を確保し、

組織活力を維持するために導入いたします。

役職定年の対象となる職は、管理職手当支給

対象となる職である校長、副校長、教頭、そし

て、管理職に準ずる職として主幹教諭、指導教

諭、６級事務主幹とし、役職定年の年齢は60歳

といたします。

また、役職定年制の特例として、公務運営に

著しい支障がある場合や欠員補充が困難な場合

などに、60歳に達した職員を引き続き管理監督

。職として勤務させることができるものとします

次に （３）につきましては、60歳に達した日、

以後、定年前に退職した職員を短時間勤務職員

として選考により採用することができるものと

します。

次に （４）につきましては、定年年齢の段階、

的な引上げ期間中は、現行と同様に再任用がで

きるよう、暫定再任用制度を規定します。

次に （５）につきましては、60歳を迎える職、

、 、 、員に対して 60歳以後に適用される任用 給与

退職手当等に関する情報提供及び意思確認を行

います。

その他、上記改正に伴う関係規定の改正を行

います。

また、改正等を要する条例につきましては、

３の記載のとおりとなります。

施行期日につきましては、令和５年４月１日

とします。

委員会資料の10ペー○押川スポーツ振興課長

ジを御覧ください。

議案第16号「公の施設の指定管理者の指定に

ついて」であります。

１の施設の概要ですが、延岡市に現在整備中

の新宮崎県体育館でありまして、スケジュール

は（２）に記載のとおりであります。

なお、来年度供用を開始する予定であります
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ことから、本施設の指定管理者制度の導入は今

回が初めてとなります。

２の指定管理候補者ですが、指定管理候補者

選定のためのルールに沿って手続を進め、記載

のとおり、新宮崎県体育館スポーツ振興グルー

プが指定管理候補者として選定されました。こ

の団体は、公益財団法人宮崎県スポーツ施設協

会を代表とし、公益財団法人宮崎県スポーツ協

会、株式会社ジェイレック、一般社団法人延岡

市スポーツ協会の４者で構成される団体であり

ます。

なお、宮崎県スポーツ施設協会と宮崎県スポ

ーツ協会は、現在、県総合運動公園や県体育館

等の指定管理を行っております。

３の指定期間でありますが、令和５年４月１

日から令和10年３月31日までの５年間でありま

す。

４の選定概要でありますが （１）の応募の状、

況にありますように、令和４年７月７日から９

月８日までの約２か月間にわたり募集を行い、

新宮崎県体育館スポーツ振興グループと株式会

社文化コーポレーションの２団体から応募があ

りました。

続きまして、11ページを御覧ください。

（２）指定管理候補者の審査方法であります

が、審査の流れにつきましては、①のとおり、

まず、書類審査を行った後、②にありますよう

に、学識者等の５名の外部委員で構成される指

定管理候補者選定委員会を設置し、募集要領や

選定方法につきまして協議を行うとともに、選

定に係る審査を行いました。そして、選定委員

会後に、③にありますように、教育長を議長と

した指定管理候補者選定会議におきまして、選

定委員会の審査結果と施設所管課でありますス

ポーツ振興課の評価を照らし合わせ、結果が相

違ないことを確認し、最終的な候補者を選定し

たところであります。

なお、選定基準等は④に記載のとおりで、住

民の平等な利用が確保されているか、また、公

の施設の効用を最大限に発揮する事業計画と

なっているかなどの視点から審査を行ったとこ

ろであります。

続きまして、12ページを御覧ください。

、（ ） 、中ほど ３ 審査及び選定理由でありますが

①にありますように、選定委員会における審査

結果につきましては、１位が新宮崎県体育館ス

ポーツ振興グループで、５名の委員の合計点

が424.5点となり、最低基準点であります300点

以上でありました。

また、②にありますように、選定会議におき

ましても１位が新宮崎県体育館スポーツ振興グ

ループとなり、選定委員会の審査結果と相違な

いと確認を行いました。なお、84.5点は、最低

基準点であります60点以上でございました。

選定の理由でありますが、③のアに記載して

おりますとおり、選定委員会及び選定会議の結

果、最低基準点を満たすとともに、申請者中、

最高得点であること、また、イに記載しており

ますが、県が示しました管理基準を十分に理解

しており、住民の平等な利用の確保や宮崎国ス

ポ等の大規模大会の開催が可能であること、次

のページのウに記載しておりますが、施設管理

業務の実績を十分に有しており、事業計画の実

現可能性が高く、競技団体等との連携なども期

待できるなど、施設の管理運営を着実に実施で

きる能力を有していると認められることなどが

挙げられます。

最後に、５の新宮崎県体育館スポーツ振興グ

ループからの提案内容についてでありますが、

（１）の指定管理料の表にありますとおり、指
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定管理者の提案額は、表の一番右側の欄のとお

り、５年間で２億9,836万7,000円となっており

まして、この額は、議案第１号で追加をお願い

しております債務負担行為の額と同額となりま

す。

（２）は収支計画であります。

また （３）は、県民サービスの向上に関する、

提案でありまして、記載にありますような取組

を通じ、施設利用者の利便性向上を図ることと

されております。

資料の４ページをお開き○中尾教育政策課長

ください。

議案第23号につきまして御説明いたします。

表の右から４列目の補正額議案第23号給与改

定分の欄を御覧ください。

、今回追加提案されました条例に基づきまして

職員等の給与が改定されることに伴います人件

費の補正であります。具体的には、給料の月例

給の引上げ分の年間所要額及び勤勉手当0.05月

の引上げ相当分等を盛り込んだものでございま

す。この結果、教育委員会の補正額は、一番上

の教育政策課が1,095万円、これは教育委員会事

務局職員の人件費であります。５つ下にありま

す教職員課が４億2,634万6,000円、これは県立

及び市町村立学校職員の人件費であります。そ

の結果 合計で４億3,729万6,000円の増額となっ、

ております。

歳出予算説明資料の281ペ○髙橋高校教育課長

ージをお願いいたします。

高校教育課の補正予算額は、左側２つ目の欄

でございますが、6,000万円の増額をお願いして

おります。

その内容ですが、283ページを御覧ください。

左側の会計科目事項の上から５段目 （事項）、

産業教育振興費の１、宮崎海洋高等学校進洋丸

代船建造事業につきまして、今回、6,000万円を

計上しております。詳細につきまして、常任委

員会資料で御説明いたします。

常任委員会資料に戻っていただきまして、14

ページ、15ページをお開きください。

宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造事業に係る

補正についてであります。

宮崎海洋高等学校の実習船「進洋丸」の建造

事業につきましては、令和２年度に設計・入札

を実施、令和３年６月議会にて工事請負契約の

御承認をいただき、現在、令和４年度末の完成

に向けて建造工事を進めているところでありま

す。

１の事業の目的・背景ですが、現在の進洋丸

は建造から16年以上が経過し、経年劣化が進ん

でいることから、その代船として国際条約基準

に準拠した実習船の建造を進めてまいりました

が、今般の円安やウクライナ情勢等が造船業界

にも響いており、契約当初の想定と比べ、資材

が著しく高騰しており、事業費の増額が必要と

。なったために補正をお願いするものであります

２の事業の概要ですが （１）予算額は、代船、

建造費のうち、本年度の資材納入に係る増額

分6,000万円であります。

（ ） 、 。２ 財源等については 記載のとおりです

３の事業効果ですが、代船の確実な建造によ

り、４級海技士養成施設としての指定を継続さ

、 、せ 専門性の高い海洋人材を育成するとともに

県民の船として幅広い利活用を図ってまいりま

す。

15ページにつきましては、建造工事の進捗の

状況でございます。当初の計画より若干の遅れ

はございますが、先週の土曜日、11月26日に進

水式を迎え、今年度末の完成を目指し、工事は

確実に進んでおります。現在、船内の艤装工事
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等を進め、今後、検査や試運転を経て、３月24

日に宮崎に到着し、４月に竣工式を開催する予

定となっております。今後、実習船としての活

用はもちろんのこと、様々な海洋教育の実践の

場として活用してまいります。

委員会資料の16ページを○中別府教職員課長

御覧ください。

議案第29号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給

与等に関する特別措置に関する条例の一部を改

正する条例について」であります。

まず、１の改正理由についてでありますが、

令和４年の人事委員会勧告を踏まえ、令和４年

４月の公民格差に基づく市町村立学校職員の給

与を改定するとともに、地方公務員法の一部改

正を踏まえ、令和５年４月１日より職員の定年

が引き上げられることに伴い、60歳を超える職

員の給与の取扱いについて定めるため、所要の

改正を行うものであります。

次に、２の改正の主な内容についてでありま

すけれども （１）の給料表につきましては、市、

町村立学校職員のうち、教育職員の給料表を人

事委員会勧告どおり平均で0.24％引き上げる改

定を行っております。

２ の定年延長関係の改正としましては 60（ ） 、

歳を超える職員の給料月額を当分の間、60歳前

の７割水準とすることとしております。また、

定年引上げに伴い設置される定年前再任用短時

、 。間勤務職員について 基準給料月額を定めます

次に、３の施行期日についてでありますけれ

ども、令和５年４月１日から施行することとし

ます。

なお、人事委員会勧告を踏まえた給与改定に

、 、係る規定につきましては 公布の日から施行し

令和４年４月１日に遡って適用することとして

おります。

最後に、資料にはございませんけれども、県

立学校職員につきましては、知事部局所管の職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

におきまして 所要の改正が行われる予定となっ、

ております。

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。

議案について質疑はありませんか。

、 、○図師委員 まず 電気料等の補正の件ですが

結局、九州電力と随意契約をすることになった

ようなんですけれども、応札状況を教えてくだ

さい。

。○加塩財務福利課長 全て不調に終わりました

何社から応札があったのか教えて○図師委員

ください。

九州電力が応札されな○加塩財務福利課長

かったので、全部不調に終わっております。

九州電力は応札されなかったとい○図師委員

うことですが、今、電力自由化が進んでおりま

すが、ほかの企業からの応札は一切なかったと

いうことでしょうか。

応札は２、３社からござ○加塩財務福利課長 ※

いましたけれども、金額が高くて不調になりま

した。

分かりました。やむを得ないです○図師委員

ね。

そうしたら、もう一つ、宮崎海洋高校の実習

船の件なんですけれども、資材高騰の関係で増

額になっているのですが、これは宮崎カーフェ

リーの新船の関係のときにも質疑が出たんです

が、現在の実習船の売却益や売却先などは公開

できるものなんでしょうか。

現船につきましては、ま○髙橋高校教育課長

※27ページに訂正発言あり
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だ使用中でございますので、来年の１月から２

月にかけて入札にかけると伺っております。

売却が実現すれば、今度は収入と○図師委員

して補正なりが上がってくるということでしょ

うか。

現船の入札につきまして○加塩財務福利課長

は、高校教育課長は来年の１月から２月にかけ

て入札を行うと言いましたけれども、今月入札

することとしております。一定の評価をしてい

ただきまして、それを予定価格として入札する

ということでございます。

それから、歳入につきましては、財産の売払

い収入として２月補正で歳入として上げること

になります。

分かりました。○図師委員

８ページの特例任用についてお尋○徳重委員

ねします。特例任用は、60歳になった管理職の

先生方を対象に、欠員補充が困難な場合に適用

できるということですが、どういう職種の先生

を想定されているのか教えてください。

特例任用の対象につきま○中別府教職員課長

しては、今後、人事委員会と協議をした上で、

規定・規則を制定することになっております。

今のところ、対象は校長を考えています。

校長先生を考えていらっしゃると○徳重委員

いうことですが、どれくらいの人数になるのか

分かれば教えてください。

今回の条例改正が可決さ○中別府教職員課長

れましたら、今後、特例任用についての具体的

な採用人数や選考の在り方等についての協議を

していくことになっております。

60歳といったら、今の時代、十分○徳重委員

仕事ができると、能力を発揮できると理解する

わけですが、かなりの先生方がまだやりたいと

言われるんじゃないかと思うんだけれども、そ

んなことはないんですか。

まず、今回の条例改正に○中別府教職員課長

当たり、実態調査を行っております。定年まで

の働き方について、1,061名の方に調査をかけ

て793名の方に回答してもらったんですけれど

も、定年引上げによって通常勤務、いわゆるそ

のまま延長して勤務したいという方が62.8％ 60、

歳で退職したいと考えている方が25％、あとは

定年前再任用短時間で勤務したいと考えている

方が12.2％という結果が出ております。

特に校長先生方等についての意向について調

べたところ、60歳で退職を希望している方が250

名中61名、定年引上げによって通常勤務、役を

降ろして続けたいという方が152名、あとは定年

前再任用短時間勤務を希望している方が37名と

いうことで、通常勤務をしていきたいという方

が一番多いということになります。

多くの方が60歳を超えても勤めた○徳重委員

いということですが、ここにありますように、

校長としてそのまま継続される場合は、給料は

。 、下がらないと理解していいんですか それとも

規定どおりに下げられるということですか。

給料につきましては７割○中別府教職員課長

支給ということになります。

分かりました。○徳重委員

延岡市の新宮崎県体育館の件です○井本委員

が、このやり方が何か釈然としないというか、

株式会社ジェイレックとは、どんな企業なんで

すか。

株式会社ジェイレッ○押川スポーツ振興課長

クにつきましては、本社は東京にございます。

なお、延岡市内の体育施設19施設の指定管理

を既に行っておりまして 主に指定管理等を行っ、

ている企業でございます。

この頃、こういう連合体を組むや○井本委員
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り方がはやっているけれども、果たして意思統

一がうまくできるのかなと思っています。会社

経営なんかも今までずっと１社でやってきたわ

けだから、むしろ一つの企業で運営したほうが

うまくいくんじゃないのかなと素人考えでは思

うんだけれども、その辺はどうなんだろうね。

県総合運動公園及び○押川スポーツ振興課長

県体育館等につきましては、県スポーツ施設協

会と県スポーツ協会の連合体で指定管理をして

いただいていまして、円滑に業務等を進めてい

ただいております。

さらに、今回、延岡市民体育館の機能も新体

育館に移行するということもありますので、延

、 、岡市内の施設等を指定管理している企業 また

団体等が共に組むことによって利用者の利便性

はさらに上がるのではないかと考えております

し、延岡市からも大変ありがたいと伺っている

ところであります。

そういう可能性が高いというか、○井本委員

そう思いますという話ですよね。連合体で指定

管理を行うことがはやっているけれども、手を

挙げてきたのは文化コーポレーションだけだっ

たんですね。本当に彼ら以外に手を挙げるとこ

ろはなかったんですかね。

申請があったのは、○押川スポーツ振興課長

この２団体になります。

もう一ついいですか。13ページの○井本委員

５に新宮崎県体育館スポーツ振興グループから

の提案内容とありますが、普通、入札の場合に

は、入札する側に金額を提示させて、そして、

提示金額が安いほうに決定する、いわゆる自動

落札方式では金額だけで決定します。

今回は 総合評価落札方式みたいなことをやっ、

ているわけだけれども、文化コーポレーション

も同じような提案を出してきたんですか。

この表の一番下、基○押川スポーツ振興課長

準価格につきましては、県が提示している金額

でございます。それと同等の金額をこの新宮崎

県体育館スポーツ振興グループは提示してきた

ということでございます。文化コーポレーショ

ンは、５年間で約400万円低い指定管理料を提案

されております。

提案額はどのように読めばいいん○井本委員

ですか。県が基準価格を示し、向こうが提案額

を提示したんですか。

今回の指定管理につ○押川スポーツ振興課長

きましては、利用料金制度で指定管理の公募を

かけております。そうしたときに、どうしても

利用料金収入の実績がまだないということで見

込みづらいということ、また、今の物価高騰等

で今後の管理運営がどうなるか分からないとい

うところあたりから、新宮崎県体育館スポーツ

振興グループは基準価格と同等の金額を提案さ

れてきたのではないかなと考えております。そ

れに対して、文化コーポレーションは県が示し

た基準価格による５年間の指定管理料よりも

約400万円低い形で提案されております。

提案額と基準価格は同額に見えま○井本委員

すが、どこが400万円になっているんですか。

この表の中には文化○押川スポーツ振興課長

。コーポレーションの提案額は入っておりません

いや、文化コーポレーションじゃ○井本委員

なくて、これは新宮崎県体育館スポーツ振興グ

ループからの提案額でしょう。文化コーポレー

ションは約400万円低かったという話ですか。要

するに、文化コーポレーションよりも約400万円

高い新宮崎県体育館スポーツ振興グループを選

んだということですね。

文化コーポレーショ○押川スポーツ振興課長

ンは、県が示した５年間の指定管理料２億9,800
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万円余よりも約400万円低い提案額でしたが、選

定委員の方々の評価は、そこまで大きな差は出

なかったという状況でございます。

もう一ついいですか。11ページの○井本委員

選定基準・審査項目・配点を見ると、配点

、 、 、が20 30 10とばらばらになっているけれども

これはどうしてこんなふうになるのかなと思っ

て。重要度に応じてやるんでしょうけれども、

点数の配分は誰が、どんな考え方で決めている

んでしょうか。

県でひな形をつくっ○押川スポーツ振興課長

、 、ておりますので そのひな形に準じて選定基準

審査項目配点等を行ったところであります。

県って、あなた方が県でしょう。○井本委員

自分たちの独自の考えはなかったわけだ。県土

整備部あたりが持っているものをそのまま使っ

たということですか。

そうであります。こ○押川スポーツ振興課長

れまでの県総合運動公園の指定管理等につきま

しても同じ形で進めさせていただいているとこ

ろです。

先ほどの図師委員からの○加塩財務福利課長

電力入札の応札状況の御質問の件で、一点訂正

をさせてください。応札は、新電力会社Ｖ─Ｐ

ｏｗｅｒという会社の１社のみでござまして、

入札額が高額であるため、契約に至らなかった

ということでございます。

ほかに質問はありませんか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○河野委員長

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いします。

委員会資料の18ページを○中尾教育政策課長

御覧ください。

次期「宮崎県教育振興基本計画」の骨子案に

ついて御報告いたします。

６月の常任委員会でスケジュールを報告して

おりますが、現在、次期計画の策定に向けて事

。務局にて準備を進めているところでございます

本日は、計画の骨子案について報告させていた

だきます。

１の計画策定の背景にございますとおり、令

和元年６月に策定いたしました現行計画の計画

期間が令和４年度までとなっておりますことか

ら、その成果等を検証した上で、令和５年度か

らの新たな計画を策定いたします。

次に、２の計画の性格でありますが、本計画

は教育基本法に基づいて策定する計画であり、

さらに、宮崎県総合計画の部門別計画として位

置づけられているところであります。

続きまして、３の計画の構成でありますが、

ここに示しておりますとおり、①から⑤の順番

で構成を検討しているところでございます。

、 、⑤の政策の展開につきまして 資料19ページ

計画の全体像を御覧ください。

本計画は、上の四角囲い中央にあります宮崎

県教育基本方針を具現化するための計画でござ

いまして、国の教育振興基本計画や県総合計画

を参考に７つの基本目標と19の施策を設定した

ところであります。

右側に19の施策を示しておりますが、この19

の施策のうち、特に重要なものを重点施策とい

、 、たしまして 施策の進捗状況や課題等を踏まえ

毎年度設定することといたします。

資料20ページ、21ページの施策の体系を御覧

ください。

先ほど申し上げました19の施策ごとにそれぞ

れ取り組む内容を数字の丸で示しております。

施策やその内容につきましては、現行計画で
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の成果等を踏まえるとともに、現在策定中であ

ります国の教育振興基本計画や県総合計画長期

ビジョン、さらには懇話会での意見等を参考に

作成したところであります。

資料18ページにお戻りください。

４の計画の期間につきましては、令和５年度

から令和８年度までの４年間といたします。

最後に、５の今後のスケジュールであります

が、これから計画の素案を策定いたしまして、

来年３月の常任委員会にて報告する予定として

おります。

委員会資料の22ペ○岩切競技力向上推進室長

ージを御覧ください。

第77回国民体育大会の結果について御報告さ

せていただきます。

１の総合成績では、男女総合成績であります

天皇杯得点は834.5点となり、順位は３年前の茨

城国体から９つ上げ、32位となっております。

また、女子総合成績であります皇后杯得点

は537.5点となり、順位は同じく３年前から11上

げ、31位となっております。

２の成績の推移では、今大会の競技得点

は434.5点で、平成26年の長崎国体以来８年ぶり

に400点を超えております。

３の成年少年・男女別競技得点では、成年女

子、少年男子、少年女子が前回大会より得点が

増加しております。また、成年・少年では少年

の得点が前回大会より増加しており、男子・女

子ではどちらも前回大会より得点は増加となっ

ております。

４の競技種目別では、入賞競技を団体競技と

個人競技に分けて示しております。

（１）団体競技では、弓道競技成年男子の近

的優勝をはじめ、６競技８種別の入賞となって

おります。

（２）個人競技では、表の一番上、陸上競技

少年男子の３人目の共通走り高跳びの原口選手

の優勝をはじめ、資料23ページの一番下に記載

しておりますとおり 11競技52種目の入賞となっ、

ております。

競技別で見ますと、カヌーとボクシングが競

、技別総合得点でともに１位となり初の総合優勝

また、19年ぶりに競技得点を獲得しましたホッ

ケー競技などで活躍が見られたことは大きな成

果だったと考えております。

今後は、今回の結果を県スポーツ協会や学校

体育連盟代表者等で構成されます強化専門委員

会や競技団体とのヒアリングの中で成果と課題

をしっかりと検証した上で、来年開催されます

鹿児島国体や５年後に本県で開催されます第81

回国民スポーツ大会での天皇杯獲得という目標

に向け、関係機関と連携を図りながら、選手の

育成・強化などにしっかりと取り組んでまいり

たいと考えております。

執行部の説明が終了いたしまし○河野委員長

た。

。その他報告事項について質疑はありませんか

まず、20ページの次期「宮崎県教○図師委員

育振興基本計画」の施策の体系案について、基

本目標１の施策３の①にいじめ及び不登校・高

、等学校中途退学等への対応の充実とありますが

これをベースに具体的な施策につなげていくか

と思うのですが、今議会でも複数取り上げられ

ておりましたけれども、不登校特例校やフリー

スクールなど、そういう居場所づくりに関して

もう少し具体的な文言を使うことは検討されな

かったのでしょうか。

現計画では、いじめ○北林人権同和教育課長

及び不登校・高等学校等中途退学の防止となっ

ていたところ、今回の骨子案では、いじめ及び
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不登校・高等学校中途退学等への対応というこ

とで 「防止」から「対応」に文言を変更しまし、

た。これは不登校特例校やフリースクールなど

の居場所づくり等のほか、ＩＣＴの活用等を盛

り込むために文言を変えたところであります。

教育機会確保法には、フリースク○図師委員

ールという文言が出ています。県内の増え続け

る不登校の児童に対して、しっかりとした受皿

をつくっていくというのも、振興基本計画の具

体的な施策として出てくることを期待しており

ます。

もう一つ、国体の件なんですけれども、大会

が２回延期・中止になっている関係で順位が上

、昇してきていると捉えたいところでありますが

高校生の保護者や指導者から問合せがあって、

競技力向上を図る上では、指導者をしっかり配

置することやハード面の整備を進めていくこと

ももちろん重要なんですが、生徒たちの食生活

を含めた生活環境、例えば、普通科の校区撤廃

も併せてですが、県内もしくは県外からスポー

ツをするために下宿し、寮から通っている子た

。 、ちの割合がすごく増えているんです ちなみに

私の地元の高鍋高校のラグビー部を調べました

ら、半分近くが児湯郡外から来ています。県外

からも多いです。その子たちに下宿の状況を聞

くと非常に劣悪とのことでした。

今回、一般質問の機会がなかったので、２月

、定例会でこの話を取り上げようと思うのですが

下宿先はあるけれども、朝食が出ないと、飯炊

きしてくれる寮母さんがいないというところが

高鍋町内だけでも複数ありました。こういう状

況が県下全域、どのスポーツに限らずですが、

県営の寮もあります、民間のところもあるかと

思うのですが、生活環境が整っているかどうか

を一度調べられたらいいのではないかと思いま

す。まずはそこが基本ではないのかと思います

が、何か情報があれば教えてください。

いい指導者や切磋○岩切競技力向上推進室長

琢磨できるいいチーム環境を求めて、多くの生

徒が下宿したり、ＪＲ等を使って遠距離の通学

を行い、集まって練習しているということは把

握しております。

御指摘のありました食事の面、けが等のケア

の面、あとはメンタルの面については、競技力

、向上を図る上で全て重要な部分でありますので

指導者の講習会等において、栄養や体のケアな

どについて取り上げてやっているところであり

ます。特に競技力強化指定校の顧問の先生方等

と丁寧に情報交換しながら、選手が持っている

パフォーマンスをしっかり発揮できるような環

境について考えていきたいと思っております。

地元のことだけで申し訳ないので○図師委員

すが、高鍋高校ラグビー部の練習場は普通の砂

地のグラウンドで、練習中のけがが多いので、

人工芝を敷いてほしいという要望を質問等で取

り上げてきました。結局、県教育委員会では対

応ができないということでしたので、高鍋高校

ＯＢが中心となって１億円を目標に募金して、

人工芝を整備してあげようと動いたのですが、

コロナ禍もあり目標金額には全然届かず、3,000

万円程度で頭打ちになってしまったものですか

ら、人工芝は諦めて、ほかの整備の充実に使お

うということになりました。

何が言いたいかといいますと、普通の砂地の

上でラグビーの練習をすると、タックルやスラ

イディングでけがをして破傷風になったりする

ことが実際にあったみたいです。高鍋町の中学

校にはラグビースクールがあって、すごく優秀

な選手が育つのですが、県外の県立佐賀工業高

校、東福岡高校などの人工芝の高校にラグビー
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留学をする生徒もいます。せっかく地元でいい

選手が育っている、地元にはいいラグビーの高

校もあるんだけれども、けがが怖くてほかの県

。外の高校に行ってしまうという現状があります

、競技力強化指定校の看板を与えるのであれば

先ほど言った衣食住の環境を含めトータルの支

援・整備をしていかないと、部分的な支援では

競技力向上にはなかなかつながらないんですよ

というのが言いたかったところです。今後、ま

た情報交換させていただきますのでよろしくお

願いします。

そのようなお声を○岩切競技力向上推進室長

いろんな方面から伺っているところでございま

す。全ての要望をかなえることはなかなか難し

い面もありまして、現在は、日常の練習に必要

な施設がない競技でありますとか、既存施設の

規格が基準に満たしていない、また、既存施設

の老朽化が非常に著しいところを中心に整備し

ているところでございます。今のような御意見

は耳に届いておりますので、今後も丁寧に情報

交換を行っていこうと思っております。

最後に、私、県のアーチェリー協○図師委員

会の会長もしておりまして、アーチェリーに関

しましては、延岡市に大変立派な練習場を造っ

ていただきまして、そういう部分での支援をい

。ただいていることには心から感謝しております

全てを完璧に網羅していくのは難しいかと思う

のですが、２巡目国体に向けて、予算獲得に最

大限頑張っていただきたいと思います。

アーチェリー場に○岩切競技力向上推進室長

つきましては、昨年度、延岡星雲高校の敷地内

に造ったところであります。先月開催された九

州新人アーチェリー大会では、延岡星雲高校の

生徒の中から男子個人の優勝者が出たというこ

とで、早速成果があったことに非常に感謝して

いるところでございます。全ての競技にしっか

り支援が行き届くよう、また検討してまいりま

す。

よろしくお願いします。○図師委員

次期「宮崎県教育振興基本計画」○井本委員

について、現計画と比べてどの辺が変わったの

か、特徴的なところを教えてください。

大きなところといたしま○中尾教育政策課長

して、現計画では基本目標が４つでありました

が、計画の実行性をより高めるために、より具

体的な表現に改めて、目標を７つに拡充したと

ころでございます。それを受けまして、施策に

、 、つきましても これまで15施策でありましたが

それをより具体化するということで19の施策を

打ち出したところでございます。

中でも施策の新しい項目といたしましては、

まず施策６、教育の情報化の推進であります。

ＧＩＧＡスクール構想等が打ち出されておりま

すので、今後の重要な取組ということで新たに

施策の中に位置づけたところでございます。ま

た、施策15、学校における働き方改革の推進で

あります。部活動の地域移行であったり、教職

、員の働き方改革というところがございますので

こちらについても施策として新たに位置づけた

ところでございます。

どうしても総花的になるのは仕方○井本委員

がないと思うんです。新しい学習指導要領に対

応していくためには、一応それなりのことを書

いて、そこから引っ張り出してくるような、そ

んなことなのかなという気がいたしますが、私

、 、が少し不満なのは この前も少し言いましたが

学校は企業と全く同じではないんだけれども、

発展している企業では従業員を大切にしている

んです。アメリカのパソコンのソフトなんかを

作っている企業、インド人なんかがたくさん働

令和４年12月１日(木)
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いているんですが、そこでは従業員第一主義と

いうのを先に取っておるんです。普通は顧客第

一主義というんですが、従業員第一主義を取っ

ている。

企業名は忘れましたが、以前行った長野県の

企業も従業員を本当に大切にしていました。そ

れが結局はお客さんをまた大切にするし、いろ

んな関わり合いの人、地元の人も大切にする。

そこの社長が「うちは三方よしじゃない。八方

よしだ」と言われてました。

学校は民間企業と同じとは思えんけれども、

先生を大切にするということを考えてもいいん

じゃないのかなと思います。それに関連するも

のが一項目だけ入れてあるんだけれども、たっ

たこれだけですかと、私なんかはそんな気がす

るんだけれどね。先生方が成長することで子供

たちが成長するという発想を取らないといけな

いんじゃないかなと思うので、これくらいでは

私は不満なんだけれども。ここに学校における

働き方の推進と教職員の資質能力の向上とあり

ますが、ほかにもまだあるような気がするんだ

けれども、その辺なんかはどうですか。

今回の教育振興基本計画○中別府教職員課長

の骨子案の基本目標６の施策15と施策16に、学

校における働き方改革の推進と教職員の資質能

力の向上という項目を設けていただいたことに

ついては、教職員課としても本当にありがたく

思っております。

そして、骨子案にこうして文言として挙げて

いますので、今後、この方針に基づいて、委員

がおっしゃるように、教職員の働き方、働きや

。すい環境づくりをしっかり検討してまいります

あわせて、先生方の資質能力の向上に向けて新

たな研修制度を検討しておりますので、先生方

がやりがいを持って、生きがいを持って働ける

。職場環境をつくっていきたいと考えております

だから、やりがいのあるという文○井本委員

言がどこにも書いていないじゃないの。そうい

うのを入れろと言っているわけよ。

骨子案はこの計画の全体○中別府教職員課長

像案となっておりますので、委員の御意見も参

考にしながら 最終的なものにつきましてはしっ、

かり検討させていただきたいと思います。

、○井本委員 私は本の上でしか知らんけれども

フィンランドの先生なんかはみんなから尊敬さ

れているんです。それこそ弁護士あたりとも対

等に討論すると書いてありますけれどね。だか

ら、大学院卒業生しか雇わんということも書い

てあるんだけれどね。もちろん、高い給料をも

らっているんでしょうけれども、生徒の資質を

上げるには、先生の資質向上が先だと思うんで

す。先生の資質を上げないことには、生徒の質

。 、が上がるはずはないと私は思うんです だから

その辺に対して宮崎県独自の施策があってもい

いんじゃないかなと私は思うんですけれども、

教育長どうですか。

今度、教員免許の更新制度が廃○黒木教育長

止されまして、研修を重視するといいますか、

国もしっかりした研修をやっていく方向に国も

大きくかじを切っております。

現在、その研修をどうしていくのかというの

を先生目線に立って今考えているところでござ

いまして、今後、体系化して、さらに現場とも

擦り合わせをして、そのあたりの対話も重視し

ながら、私も本当に現場主義でやりたいと思っ

ておりますので、先生たちにどんな力をつけて

いただくのが一番いいのか、これは教育庁の職

員もそうでございます。この中に指導主事等も

、 、 、おりますが 今後 学校に戻っていきますので

彼らにどんな力をつけて学校に戻ってもらうの
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が一番いいのか、今、まさにそんな議論をして

いるところでございます。委員から非常に貴重

な御意見を賜りましたので、しっかり考えてい

きたいと思います。

ほかに質問はありませんか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、請願の審査に移りま○河野委員長

す。

継続請願第６号「新型コロナウイルス感染症

から子どもを守り学ぶ権利を保障するために少

人数学級を求める請願」について、執行部から

説明はございますか。

特にございません。○中別府教職員課長

それでは、委員から質疑はあり○河野委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他で何かありま○河野委員長

せんか。

一般質問で知事に対しジェンダー○田口委員

ギャップの件を質問したことがありますが、実

は教育分野は全国的に非常にジェンダーギャッ

プが大きいという話を聞きました。

上智大学の三浦教授が中心となってまとめた

都道府県別の教育、政治、経済、行政の４つの

分野のジェンダーギャップを数値化しているも

のが出ています。本当はその場で教育長に聞き

たかったんですけれども、宮崎県は全国でワー

スト２位なんです。北海道がジェンダーギャッ

プが一番大きくて、その次が宮崎県。

新聞等々を見ていた中では、女性の校長が非

常に少ないからだということでございました。

それはなぜなのかなと。宮崎県は女性の校長を

初めて出した県です。鳥原さんだったかな、女

性校長を最初に出した県であるのに、何で今は

そんなに女性の校長が少ないのか。先生方の男

女比がどれぐらいなのか。そして、女性の校長

先生がなぜそんなに少ないのか。事前に言って

おけばよかったんですけれども、要因が分かれ

ば教えてください。

御質問ありがとうござい○中別府教職員課長

ます。まず、全管理職に占める女性の割合につ

きましては、今年度は13.3％で、管理職866名

中114名となっております。昨年度が10.8％です

ので、今年度は2.5％上昇しているということに

なります。

また、女性の校長、副校長、教頭の割合は、

。他県に比べると低いという結果が出ております

教職員課としましても、女性管理職の登用につ

きましては力を入れているということで、様々

な取組をしております。

具体的には、今、活躍している女性管理職８

名にインタビューをしまして、管理職としての

思いであったり、若い女性教員に対してのメッ

セージであったり、そういうものをまとめた冊

子を作成しております。こういった冊子を配布

するなど、気運の醸成をさらに加速していく取

組を行っております。次年度に向けて、教育現

場のジェンダーギャップを少なくしていくよう

にしっかり取り組んでまいりたいと思っており

ます。

選挙が近いということもありまし○田口委員

たので、一般質問では知事にだけ質問しました

が、行政の中では鳥取県がジェンダーギャップ

指数が非常に少なく、女性が非常に活躍してい

る県なんです。それは何でかというと、片山前

知事と今の平井知事が積極的に取り組まれたか

らです。そして、女性を無理やり管理職に引き

上げたのではなく、着実に実績を踏ませながら

上に来てくれたので、能力以上のことをさせら

れているわけじゃなくて、きちんと成長しなが
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らそこに配置されたということです。

そういう意味では、トップに立つ人がどうい

う形で進めていくのかというのが非常に大きな

テーマになってくると思います。そこで教育長

にお伺いしますけれども、そのあたりはどのよ

うにお考えでしょうか。

広島県に平川教育長という女性○黒木教育長

の教育長がいるんですが、実は昨日、平川教育

長が本県にお越しになるという情報が入りまし

て、ぜひ会いたいと思いまして、私から訪問場

所に出向こうと思ったのですが、先方が都合を

つけてくださいまして 教育長室に来てくださっ、

。 、たんです １時間ほど２人でお話したんですが

「 」平川さんから 宮崎県の一番の課題は何ですか

とぽんと聞かれたものですから、私は「まさし

く女性管理職の登用です。これを何とかしたい

と思っています」と申し上げたところです。

、私が校長として初めて学校に行った４月１日

ほかの先生はそれまでいらっしゃる方々ですか

ら、その日の会議は全くのアウエーでございま

した。校長として座って会議を進める中で違和

感がございまして、何でこんなに会議が進まな

いんだろうとか、何でこういうことにこのレベ

、ルで話し合っているんだろうと少し思いまして

はっと気がついたのが、そこで会議している学

校の主だったポストの方々が全員男性だったん

です。

もうこれだとすぐに思いまして、その年度は

私が着任する前にできていた体制でございます

ので、次年度に向けて準備しまして、随分説得

し、次年度はそういうポストに女性を何人か配

。 、 。置しました そうしたら 会議が変わるんです

合意形成過程が変わるんです。成果も思ってい

たものが変わってくるんです。手前みそで申し

訳ございませんが、そういった成功体験といい

ますか、非常によかったなという体験を持って

いるものですから、教育委員会で仕事をさせて

いただく中の一番大きな課題だと思っておりま

す。

先ほど、教職員課長が全管理職に占める女性

の割合を申し上げましたけれども、令和元年度

ぐらいは10％に満たなかったんです。まずはそ

こからと思いまして、10％に達し、今年度は13

％になりましたが さらに上げていきたいと思っ、

ております。それは決してその方々だけを特別

にということではなくて、委員がおっしゃった

とおり、しっかり育成し、力をつけた人をしっ

かり認めてそういったポストにつけさせていた

だこうと思いますので、まだ時間がかかるので

すが、そういった方向で進めていきたいと思っ

ております。

また、図らずもなんですが、今日の午前中に

教職員課長を呼んで、今後どうしていくかとい

う話をしたばかりでございます。

先ほど言ったのは記憶違いじゃな○田口委員

いと思うんですけれども、女性校長第一号は、

。 、宮崎県だったと思うんです そういう意味では

昔は女性を育ててきたという歴史もあるかと思

いますので、宮崎県は先駆的な県だったんだと

いうことを頭に入れながら進めていただけたら

と思います。よろしくお願いいたします。

ほかによろしいでしょうか。○河野委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって教育委○河野委員長

員会を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時13分休憩

午後２時17分再開
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委員会を再開いたします。○河野委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。開始時刻は午後１時とした

いのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○河野委員長

します。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上を○河野委員長

もちまして、本日の委員会を終了いたします。

午後２時18分散会
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午後０時56分再開

出席委員（７人）

委 員 長 河 野 哲 也

副 委 員 長 佐 藤 雅 洋

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 井 本 英 雄

委 員 日 髙 陽 一

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議事課主任主事 上 園 祐 也

委員会を再開いたします。○河野委員長

まず、議案等の採決を行いますが、採決の前

に賛否も含め御意見をお伺いいたします。

暫時休憩いたします。

午後０時56分休憩

午後０時57分再開

委員会を再開いたします。○河野委員長

それでは、採決を行います。採決につきまし

ては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括が

よろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括で採決いたしま○河野委員長

す。

議案第１号、議案第８号、議案第９号、議案

、 、 、 、第16号 議案第23号 議案第24号 議案第25号

議案第26号、議案第29号につきましては、原案

のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○河野委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号 議案第８号 議案第９号 議案第16、 、 、

号、議案第23号、議案第24号、議案第25号、議

案第26号、議案第29号につきましては、原案の

。とおり可決すべきものとして決定いたしました

次に、請願第６号「新型コロナウイルス感染

症から子どもを守り学ぶ権利を保障するために

少人数学級を求める請願」についてであります

が、この請願の取扱いも含め御意見をお願いい

たします。

〔 継続」と呼ぶ者あり〕「

それでは、お諮りいたします。○河野委員長

請願第６号を継続審査とすることに賛成の方の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第６号○河野委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について御要望等は

ありませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時０分休憩

午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○河野委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○河野委員長

令和４年12月２日(金)
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す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。教育及び警察行政の推進並びに公営企

業の経営に関する調査については、継続調査と

、 。いたしたいと思いますが 御異議ありませんか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、この旨○河野委員長

議長に申し出ることといたします。

次に、１月19日木曜日に予定されております

閉会中の委員会につきまして御意見をお伺いい

たします。

暫時休憩いたします。

午後１時３分休憩

午後１時４分再開

委員会を再開いたします。○河野委員長

それでは、１月19日木曜日の閉会中の委員会

につきましては、執行部より報告を受けるとい

うことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○河野委員長

す。

その他、何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。○河野委員長 以上で委員会を閉会いたします

委員の皆様、お疲れさまでした。

午後１時４分閉会
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